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13.2.6まちづくり委員会請願審査議事録

平成２５年２月６日（水） 午後 １時４８分閉会

場所：６０２会議室

・出席委員：山田益 男委員長、原 均、岩 崎善幸、沼沢

和明、河野ゆかり、粕谷葉子、吉田史子、佐野仁昭、勝又光江、月本琢也各委員

欠席委員：なし

・出席説明員：（まちづくり局）金子まちづくり局長、増田総務部長、中村指導部長、

竹田庶務課長、嵯峨野まちづくり調整課長、小山田まちづくり調整課担当課長、

畑まちづくり調整 課担当課長、 日野まちづく り調整課担 当課長、白井 建築指導課長、

長瀬開発審査課長

（建設緑政局） 大谷建設緑政 局長、加藤総 務部長、鈴木緑 政部長、渡邉 緑政部担当部

長霊園事務所長、北野庶務課長、板橋公園管理課担当課長

（環境局）小林環境評価室担当課長、原環境対策課担当課長

日 程 １ 請願の審査

（まちづくり局）

（１）請願第４９号 （仮称）二子一丁目マンション計画の計画見直しを求める請願

（２）請願第５５号 （仮称）デ ュークガーデ ン上麻生マンシ ョン建設計画 の説明会開催

を求める請願

（３）請願第５６号 荒川建設「 デュークガー デ

る請願

２ 所管事務の調査（報告）

（建設緑政局）

（１）川崎市営霊園 への指定管理 者制度の導入 に係るパブリッ クコメント手 続きの実施に

ついて

３ その他

○山田益男 委員長 ここで理事者の一部交代をお願いいたします。

（ 理事者一部交代 ）

───────────────────────────

○山田益男 委員長 それでは次に、請願の審査として「請願第５５号 （仮称）デュ

ークガーデン上麻生マンション建設計画の説明会開催を求める請願」及び「請願第５６

号 荒川建設『デュークガーデン上麻生建築計画』の抜本的変更を求める請願」を議題

といたします。

    

   

  

  

  

   

               

       

午前１０時００分開会
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.

なお、２件はいず れも同一のマ ンション建設 計画に関する内 容ですので、 ２件を一括し

て審査いたしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

（ 異議なし ）

○山田益男 委員長 それでは、２件を一括して審査いたします。

まず、関係理事者 として環境局 から小林環境 評価室担当課長 が出席してお りますのでよ

ろしくお願いいたします。

それでは、書記から請願の内容を朗読させます。

◎髙橋 書記 （請願第５５号、請願第５６号朗読）

請願第５５号について追加署名１，１３７名、合計１，１４２名。

請願第５６号について追加署名１，７９４名、合計１，７９６名。

○山田益男 委員長 それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。

◎金子 まちづくり 局長 それで は、これより 「請願第５５号 （仮称）デ ュークガーデ

ン上麻生マンション 建設計画の説 明会開催を求 める請願」及び 「請願第５６ 号 荒川建設

『デュークガーデン 上麻生建築計 画』の抜本的 変更を求める請 願」について 御説明させて

いただきます。

内容につきまして は畑まちづく り調整課担当 課長から御説明 申し上げます ので、よろし

くお願いいたします。

◎畑 まちづくり調整課担当課長 請願第５５号、第５６号に関しまして説明いたします。

初めに、本日お配 りいたしまし た資料の１ペ ージをごらんく ださい。建築 計画の計画概

要でございます。

事業者は、荒川建設工業株式会社でございます。

設計者は、荒川建設工業株式会社一級建築士事務所でございます。

工事施工者は、現在未定でございます。

事業計画の名称は、（仮称）デュークガーデン上麻生新築工事でございます。

建設地の地名地番は、麻生区上麻生五丁目１１２６－１外７筆の一部でございます。

次に、地域地区等につきましては記載のとおりでございます。

建築物の用途はフ ァミリータイ プの分譲用共 同住宅で、建築 物の構造及び 階数は、鉄筋

コンクリート造、地上２階、地下３階建てでございます。

敷地面積、建築面積、延べ面積は記載のとおりでございます。

建築物の高さは９ ９９メートル、計画戸数につきましては９９戸でございます。

駐車場は５０台、駐輪場は１４０台でございます。

予定工期は現在未定でございます。

次に、資料２ペー ジの（仮称） デュークガー デン上麻生新築 工事川崎市建 築行為及び開

発行為に関する総合 調整条例の手 続等経過の概 要でございます が、平成２４ 年６月４日に

総合調整条例に基づく事前届出書を受理しております。

９月２６日に事業者は標識を設置し、翌日９月２７日に標識設置届を受理しております。
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９月３０日から１ ０月１８日に かけて近隣関 係住民から要望 書が２１通提 出され、事業

者は１０月２３日か ら２４日にか けて要望書に 対する見解書を 近隣関係住民 に通知してお

ります。

１０月２６日に事 業者から説明 報告書を受理 し、公共施設管 理者等との協 議を指示して

おります。

１１月６日から９ 日にかけて近隣 関係住民から 市長への意見書 を５通受理し ましたので、

その内容を事業者に 伝え、１１月 ２０日に事業 者から意見書に 対する見解書 を受理してお

ります。あわせて事業者は、意見書を提出した近隣関係住民に通知しております。

１２月１０日に承認申請書を受理し、１２月２１日付で承認通知書を交付しております。

その他の手続とい たしまして、 川崎市斜面地 建築物の建築の 制限等に関す る条例に基づ

き、平成２４年１１ 月２日に計画 確認申請書を 受理し、平成２ ５年１月１６ 日付で計画確

認通知書を交付して おります。今 後は、開発許 可申請の手続を とり、許可後 、建築確認申

請の手続をとることとなります。

次に３ページをお 開きください 。案内図でご ざいます。上が 北となってお ります。計画

敷地は図面中央の斜 線でお示しし た部分で、図 左下の小田急線 柿生駅の北東 側、直線距離

で約５００メートル に位置してお ります。敷地 の北側一部が尻 手黒川線から ５０メートル

の第１種住居地域で、大半が第１種低層住居専用地域となります。

次に４ページをお 開きください 。土地利用計 画図でございま す。図面左側 斜め上が北と

なります。計画敷地 は一点鎖線で 囲まれた範囲 であり、東側の 市道上麻生１ １１号線に接

しております。この 道路は建築基 準法第４２条 第２項に指定さ れております が、都市計画

法に基づく開発許可の条件として６メートルに拡幅されます。

図に斜線を引いた ものが建築物 をあらわして おります。建築 基準法上では １棟の扱いと

なりますが、図面上 、上の棟をＡ 棟、下の棟を Ｂ棟と表して説 明させていた だきます。Ａ

棟右側とＢ棟下側の 三角印の位置 がマンション の出入り口とな ります。また 、駐車場の出

入り口は東側の拡幅 する市道上麻 生１１１号線 から２カ所で、 位置は矢印で 示しておりま

す。南側には、公共 施設管理者と の協議により 、既設の美山台 公園に隣接し て提供緑地を

設けることとしております。

次に５ページをお 開きください 。Ｂ棟地下３ 階の平面図でご ざいます。こ の階が最下階

となりますが、西側 の市道上麻生 １０６号線か らの出入り口と なるエントラ ンスホール、

駐輪場と共同住宅の住戸が５戸計画されております。

次に６ページをお 開きください 。Ｂ棟の地下 ２階から地上１ 階の平面図で ございます。

各階には共同住宅の住戸が８戸計画されております。

次の７ページがＡ 棟地下３階、 ８ページがＡ 棟地下２階から 地上１階の平 面図となりま

すが、各階には共同住宅の住戸が１４戸計画されております。

次に９ページをお 開きください 。Ａ棟の地上 ２階の平面図と なります。こ の階が最上階

１１月２５日に事業者は近隣関係住民に対して説明会を開催しております。
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で、６メートルに拡 幅した道路か らの出入りと なりますが、エ ントランスホ ールと共同住

宅の住戸が１４戸計画されております。

次に１０ページを お開き下さい 。東側、北西 側と西側から見 た立面図をお 示ししており

ます。中段の北西側立面図は、斜面地での計画から５層と４層の２棟が見えておりますが、

エレベーター棟や一 部廊下部分が つながってお りますので、建 築基準法での 扱いは１棟で

地上２階、地下３階 建ての建築物 となります。 下の図、西側立 面図が建物正 面から見たも

のとなります。

次に１１ページを お開き下さい 。断面図でご ざいます。断面 の位置は図面 右側中ほどの

キープランでお示し しております 。上の図、Ａ －Ａ’断面及び 中段のＢ－Ｂ ’断面をごら

んください。図の左 側に建築物の 高さを表示し ておりますが、 平均地盤面か ら最高の高さ

は９．９９メートルとなります。

次の１２ページは建築基準法の制限に基づく等時間日影図となっております。この図は、

冬至日において、第 １種低層住居 専用地域内は 、測定水平面が 平均地盤面か ら１．５メー

トルの高さにおける 日影図で３時 間、２時間、 第１種住居地域 内は、測定水 平面が平均地

盤面から４メートル の高さにおけ る日影図で４ 時間、２．５時 間の日影時間 を示しており

ます。

次の１３ページは 建物の配置を 当初計画と承 認時で比較した ものでござい ますが、下の

図、当初、Ｂ棟西側 の事業区域境 界から２．０ ６メートルのと ころを近隣要 望を踏まえ、

上の図、承認時は６．９メートルに変更しております。

計画の概要は以上でございます。

次に１４ページを お開きくださ い。総合調整 条例に基づき近 隣関係住民か ら提出された

要望のうち、請願事項に関連した要望に対する事業者の見解の要旨を御説明いたします。

１として、事業計 画説明会の開 催要望に対し ましては、要望 書の提出期限 より１カ月後

ぐらいに開催したい とし、また、 工事の詳細に ついては工事説 明会で協議し たいとしてお

ります。

２ですが、大型車 両の通行禁止 や、工事用車 両の通行により 発生した被害 の補償要望に

対しましては、大型 車両の通行に ついては、被 害が発生しない よう万全を期 し、被害が発

生した場合は責任を持って対処するとしております。

３の、環境影響評 価を実施しな いのであれば 、残地を住宅地 として開発し ないことを確

約すべきとの要望に 対しましては 、残地につい ては何の計画も なく、御要望 のようなこと

はできないとしております。

４の、土砂災害警 戒区域の指定 が外されるよ うな斜面の安全 対策工事をし てもらいたい

との要望に対しまし ては、安全性 を認めた法律 の範囲内で、安 全には十分配 慮した計画で

あり、工事中についてもより注意を払い施工するとしております。

次に、請願項目に対する市の見解を御説明いたします。

初めに、請願第５ ５号の請願項 目１の、柿生 美山台自治会住 民に対して建 設計画説明会
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を開くよう荒川建設 を指導してく ださいにつき ましては、総合 調整条例にお いて、隣接住

民に対しては対象事 業にかかわる 計画や工事概 要等を説明する こととし、周 辺住民から説

明を求められたとき は隣接住民と 同様に計画概 要等を説明しな ければならな いと規定して

おります。事業者に は今後とも、 近隣関係住民 からの要望等に 対応するよう 、引き続き指

導してまいります。また、自治会からの要望等につきましては事業者へ伝えてまいります。

次に請願項目２の 、自治会住民 が近隣関係住 民として総合調 整条例に沿っ て要望書、意

見書の提出などの手 続を行えるよ う、荒川建設 及び市当局を指 導してくださ いにつきまし

ては、総合調整条例 においては、 事業に起因す る騒音、振動等 により日常生 活に直接的影

響を受けると考えら れる一定の範 囲を定め、計 画の早期段階に おいて近隣関 係住民に説明

を行い、要望等の調 整を図ること としておりま す。事業者には 今後とも、近 隣関係住民か

らの要望等に対応す るよう、引き 続き指導して まいります。ま た、自治会か らの要望等に

つきましては事業者へ伝えてまいります。

次に請願項目３の 、自治会と工 事協定を結ば ない限り、工事 を強行するこ とのないよう

指導してくださいに つきましては 、総合調整条 例第２８条にお いて、対象事 業者、工事の

請負人並びに近隣関 係住民は、対 象事業に係る 工事について、 協定を締結す るよう努める

ものとすると規定し ておりますの で、近隣関係 住民と協定の締 結に向け、事 業者へ指導し

てまいります。また 、自治会から の要望等につ きましては今後 とも事業者へ 伝えてまいり

ます。

次に、請願第５６ 号の請願項目 １の、川崎市 斜面地建築物の 建築の制限等 に関する条例

改正に反した計画を 見直し、計画 が条例改正に 適合し、周辺環 境と調和した ものとなるよ

うに、指導してくだ さいにつきま しては、当該 事業に関しては 計画確認通知 書を交付して

いるため、改正条例の適用はできません。

次に請願項目２の 、アセス逃れ をやめさせ、 環境影響評価を 実施するよう に指導してく

ださいにつきまして は、今回の事 業計画が指定 開発行為及び複 合開発事業の いずれにも該

当しないことから、 事業者に対し て、川崎市環 境影響評価に関 する条例第７ ４条に定める

自主アセスの申し出 を行うよう指 導したところ でございますが 、事業者から その申し出が

ございませんでした。

次に請願項目３の 、急斜面地内 での安全対策 に万全を期すよ う、指導して くださいにつ

きましては、事業者 は、安全性を 認められた法 律の範囲内で、 安全には十分 配慮した計画

をして工事を進める としておりま す。事業者に 対して、今後と も安全の確保 に努めるよう

指導してまいります。

次に請願項目４の 、住民無視の 態度を改めさ せ、計画説明責 任を果たし、 住民要望に誠

実に応えるよう、指 導してくださ いにつきまし ては、事業者に 対して、今後 とも近隣関係

住民からの要望等に対応するよう、引き続き指導してまいります。

以上で説明を終わらせていただきます。

○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。
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ただいまの説明につきまして、質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・

要望等もございましたらあわせてお願いいたします。

◆佐野仁昭 委員 では最初に、 １４ページの 事業者の見解に ついてなんで すけれども、

これだけではないで すよね。ひど いことを言っ ているんですよ 。とりあえず この出された

内容で確認したいん ですけれども 、説明会は要 望書提出後１カ 月などという ことは許され

るのですか。こんな ものを平気で 見解を出させ て、はい、そう ですかという わけにいかな

いですよね。この辺 、見解はどう ですか。この ことについて何 か指導をなさ ったのかどう

か。

ついでに質問をや りますけれど も、回答書を 私も見させても らいました。 ひど過ぎます

よね。回答の中で、 高さについて どうなのだと 規定を聞いてい るのに、おの おのの建築の

高さを起点として判 断いたします などと、本当 に木で鼻をくく ったような回 答をしている

んですよ。もともと どこを基準に して高さを設 定しているから こうだと説明 するのを、全

く説明を果たしていない。

それから２番目に 、なぜこの地 上２階地下３ 階という形でや っているのか 、どういうふ

うになっているのか 説明してくれ 、地盤面はど こでどのように 決めたのか、 改定される予

定の斜面地建築物条 例には抵触し ないのかどう かということを 説明してくれ と言っている

のに、回答は、法律 上の専門知識 が必要で、１ 級建築士でもよ く勉強してい ないとわから

ないくらい大変難し いことですの で、御説明を 省かせていただ きますと。ふ ざけています

よね。自分たちはち ゃんと法律に のっとってや っているという のだったら、 正々堂々とそ

の説明をするのが当 然じゃないで すか。高度な 知識が必要だか らあなたたち には言ったっ

てわからないだろうと、こういう態度ですよ。

それでマ

の当計画は良好な開 発マンション と考えており 、御近隣の住環 境もよりよく なると考えて

おり――計画変更し ろということ はできません し、御心配の点 については電 波障害以外は

ありませんと、こう やってぬけぬ けと言い逃れ ているんですよ ね。自分たち は法律に基づ

いて自由に建築でき る民主主義の 世の中でやっ ているんだと。 ああいう法律 ぎりぎりのこ

とをあの手この手で やって、とん でもない計画 をやる、こうい う業者が出る からこそわざ

わざ斜面地建築物条 例を見直さざ るを得なくな ってきているわ けですよね。 こういう対応

についてどういうふうに考えていますか。まず率直な見解を教えていただきたいのですが。

◎嵯峨野 まちづく り調整課長 ただいま委員 おっしゃられた ように、住民 説明会等で不

適切な答弁等がある ということは 、市としても ある程度そのよ うなことでは ないかという

認識はしております 。ただ、今現 在、総合調整 条例を扱ってい る中で、総合 調整条例の規

定に適合していない かということ を業者に言わ れますと、そこ のところにつ いては適合し

ていないとまでは言 えないという 形で、今回、 承認をおろさざ るを得ないと いうことにな

りました。ただ、委 員おっしゃら れたように住 民の方々に対す る事業者の説 明としては、

もう少し丁寧な説明 をするように という指導は しておりました けれども、な かなか聞き入

ンション計画について、与える影響を危惧していることに対する回答は、当社
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れてもらえないところもあったということでございます。

◆佐野仁昭 委員 法律とか条例 は当然ある程 度良識ある業者 とか善良な業 者を前提にし

てつくるから、性善 説ですよね。 結局、まさか そこまでやらな いだろうとい うふうになっ

ていると思うんです けれども、こ ういうふうな ことをやられて しまえば、今 、総合調整条

例に曖昧な部分が残 っているから こそ、向こう がそのすき間を ついてこうい うろくでもな

いようなことを―― だって、普通 は看板を設置 したらまず説明 会ですよ。要 望書を出して

から１カ月後にやる などというこ とを平気でぬ けぬけと言わせ て、それに対 して指導がで

きないような条例で はやっぱりお かしいのでは ないですかね。 その点につい て、局長、見

直すべきだと思うん ですけれども 、とにかく私 は荒川建設規制 条例というの をつくりたい

と提案したいぐらい だけれども、 そういうわけ にいかないから 、一つ一つこ ういう部分が

あるという条例のす き間を縫って こうやって全 く誠意ある対応 を示さない、 それが通って

しまうという現状を 踏まえて条例 を見直す、ち ゃんと曖昧な部 分を残さない ように、看板

を設置した後に説明 会を開いて、 その上で要望 書提出ができて 意見が反映さ れて、周辺住

民、近隣住民にちゃ んと皆さんの 意見が反映で きる制度に見直 すべきと思う んですけれど

も、見解はいかがでしょうか。

◎金子 まちづくり 局長 今回の この事案に限 らず、過去の企 業が実施して きた案件をい

ろいろ我々も見てお りまして、そ の辺の経緯を さかのぼってみ ると、企業の モラルの面で

指導が出せるところ がないのか、 そういうふう に思わしめるよ うな形跡が認 められます。

それは私どもも、実 際いろいろな ところへ出し ているさまざま な職員も感じ ていると思い

ますし、あるいは地 域の住民の方 々にとっても そういう部分は 確かにあるの ではないか、

そこは私ども察しております。

ただ、法律あるい は条例という 仕組みをどう つくるか、どう 運用するかと いうのは、私

どもに課せられた責 務を公平な形 で運用をせざ るを得ない。こ れは私どもの 責務でありま

して、今の総合調整 条例のもとも との目的、趣 旨として、本来 必要な法律に 基づく手続の

前にさかのぼって、 一定規模以上 、一定の条件 を課したそうい うものに対し てはしかるべ

き手順、周辺の住民 の方々に情報 を提供して、 説明会などの場 をしっかり用 意をして、そ

れに対しての住民か らの要望など を受ける、そ れは私ども市の 行政の考え方 としてほかに

ない、通常の法手続 に先立ってそ ういうものを しっかり手順と して踏ませる 、これは総合

調整条例の目的とし てしっかりあ ると私ども考 えておりまして 、それをでき るだけ私ども

としては実際の日々 の運用の中で その目的にか なうように執行 していく。そ の部分につい

て、いろんな事業者 の方がいらっ しゃって、あ るいは地域的な 特性によって いろんなあつ

れきが生じる、今回 のこういうよ うなケースも あると承知して おります。た だ、だからと

いって法律あるいは それが関連す る条例そのも のについて、本 来の法律ある いは条例の趣

旨を逸脱するような 形での制度の 見直しは慎重 に行わなければ ならないと考 えてございま

す。

◆粕谷葉子 委員 今のお話を伺 っていると、 私はまちづくり 委員になって 、今回だけで
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はなくてずっとやっ てきて、ちょ っと前でも蟹 ケ谷のところを 皆さんも見た ことがあると

思うけれども、すご くひどい斜面 でしたよ。こ こにと思うとこ ろがあった。 それで今回見

たところも同じぐら いひどい斜面 ですよ。ここ に家がと思うわ け。荒川建設 と聞けば、横

浜でも、また高津区 の久本でもあ ったんですよ 。たくさん問題 を出している 企業じゃあり

ませんか。そのため にこの条例が できたと言っ ても本当にいい ぐらいのとこ ろですよ。そ

れなのに、この条例 をつくるに当 たっておくれ てしまっては、 この荒川建設 という会社が

住民も行政も市議会 さえも無視を してこれを建 築する、こうい う企業は社会 的通念上も環

境上も全くあってはならないことだと思うんですよ。

そのためにつくっ た条例だから 、今後、７月 から施行と１２ 月の議会でお っしゃったか

しら。だけど、７月 から施行であ っても、特例 でほかの都市は やっていると ころもあるん

ですよ。こういうの をとめて、先 に特別な条例 でここだけはと めましょうと やっていると

ころもあるんですよ 。何でそれが できないので すか。それは私 たちもやらな ければいけな

いと思いますよ。こういう企業だもの、ずっと見てきていますから。住民の皆さんだって、

こんな企業を相手に して住民の皆 さんだけでや っていけるわけ がないじゃな い。特例でこ

ういう条例をカバー する、そうい う条例をでき ないのですか。 ほかの都市が できるのを何

で川崎市ができないかと思いますから、答えてください。

◎金子 まちづくり 局長 私ども 斜面地条例の 検討に関しまし て、過去のさ まざまな案件

の中で特に問題とさ れるようなも の、それが規 制を強化する場 合にどういう ところが最も

重要であるのか。一 方では財産権 の制約を新た に加えるという 部分のバラン スを考慮する

というところがござ いまして、検 討においては そこは学識者も 入れて慎重に 検討させてい

ただいたところがご ざいます。今 回、パブリッ クコメントも経 まして、私ど も前回既にお

示しをさせていただ いております 方向で、基本 的な考え方にの っとった形で 、改正に向け

てできるだけ早く議 会のほうにお 諮りができる ようにというこ とで準備を進 めてございま

す。

説明の中で、施行についていつになるのかという御指摘があったかと思いますけれども、

今回の条例の改正の 内容は、思い 切って私ども は規制の強化を させていただ いたと考えて

おりますので、通常 、規制の強化 を行う場合に は一定の周知期 間を設ける、 これは法制上

必要とされておりま して、６カ月 が必要という のが市の条例の ほかの案件で も守られてい

るところでございま すが、私ども はそれを特に ３カ月に短縮し て、今の予定 でございます

と７月１日に施行す る、そういう 法制的に見て も誤りのない準 備をしっかり した上で臨ん

でいきたいと考えてございます。

◆粕谷葉子 委員 結局、それが できるかでき ないかだけ答え てもらいたか ったの。７月

にやるのはわかって いるの。３カ 月置くのもよ く説明を受けて います。だけ れども、先ほ

ども言ったように、 こういった企 業の場合にス トップをしなけ ればいけない でしょうと言

っている。そのため にできた条例 なのだから。 ストップをする には特別な条 例をつくるな

り、あるいは今すぐ なら間に合う のだから、も し建設の申請を 承認した責任 を考えるので
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あれば、ここだけでもとめなければだめだと思いますよ。

以前、沼沢委員か 河野委員かど ちらかが駆け 込みはないのか と聞いたとこ ろ、ありませ

んと答えましたよ。 あれはおかし いなと私は思 ったんです。麻 生区のほうに ２件ぐらいた

しかあったなと思っ ていた。でも 、ないと言う からちょっと安 心していたの 。それだって

おかしなことじゃな いですか。こ れは間違いな く駆け込みでし ょう。局長、 やっぱりとめ

ましょうよ。長い答 弁はあれです けれども、ぜ ひとめてくださ い。これは本 当に川崎の市

民の意気がかかっていますよ。

◆佐野仁昭 委員 そういう応援 演説をいただ いて、本当にみ んな怒ってい ますよ。みん

な会派共通の思いだ と思うんです けれども、本 当にこれはひど 過ぎる。市民 はルールに従

ってちゃんとやって いますよ。市 民はルール違 反をしたことは ないじゃない ですか。市民

は条例手続上、なお かつ条例につ いてもちゃん と説明を受けて いない中でも 、いろんなこ

とをわざわざ市に行 って、インタ ーネットから も情報を仕入れ て、意見書だ って、説明を

受けていないのに、でも出さなければ意見を出せないということでやっているわけですよ。

何ですか、これは。 それをとめら れないで、行 政も、まちづく り調整課の皆 さんだって本

当に砂をかむ思いで やっていらっ しゃると思う んですよ。こん な業者に足元 を見られて、

こんなやり方をやられて、市のこけんにかかわりますよ。

それだから総合調 整条例をちゃ んとルールに 従って――別に 強化しろと言 っていない。

今のルールにちゃん と従ってやっ てくださいと いう強化を求め ているのです けれども、ど

うですか、それぐら いの強化とい うのはできる のではないです か。先ほど答 弁をいろいろ

おっしゃっていただ いたんだけれ ども、よくわ からなかったの で再度御見解 を教えていた

だけますか。

◎金子 まちづくり 局長 総合調 整条例そのも のの、その後想 定されます法 律に基づくさ

まざまな行為の前に 、あらかじめ 周辺の住民の 方々に情報提供 をさせていた だき、そこか

らの御要望、御意見 を受けるとい う本来の趣旨 は大変重要なも ので、そうい う条例を我々

が自主的につくって いるというの は市にとって も誇りだと思い ます。ただ、 この運用に当

たって、繰り返すよ うで申しわけ ございません が、過去の経緯 も見ますと、 企業の社会的

な信用を疑わしめる ような特定の 危惧があるよ うに認識してお りまして、そ ういったとこ

ろが実際の運用にお いていろいろ な課題を私ど もに言っている 部分があると 思っておりま

す。ですので、運用 の中で今回の こういう事案 に対して私ども としてできる 限りの指導の

努力をしてきたとこ ろはあるので すけれども、 今後、まさにこ の後控えてお りますいろい

ろな事業に関しまし ても、しっか り関連する制 度も活用しなが ら、本来の条 例あるいは法

律の目的に沿う形で運用がなされるよう改善を検討していきたいと思っております。

◆佐野仁昭 委員 ぜひその辺を 徹底していた だかないと、１ カ所でそれで いいとなって

しまったら、ちゃん とやっている 企業だって、 何だ、あれは、 ひどい話じゃ ないかと逆に

どんどん本来やるべ きことをやら なくてもいい みたいなことが 慣例になって いくというこ

とで、そこは引き締 めていただき たいと思うん ですけれども、 そこはぜひ条 例改正を含め
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て検討していただきたいと要望しておきます。

以前の久本のとき の件は、地盤 のどこを平均 地盤面にするか というのがわ からなくて、

高さとかいろいろ議 論していても 、よく的を射 なかったのです が、今回はそ こら辺はちゃ

んと確定して出されてきているのですか。

◎白井 建築指導課 長 斜面地条 例の中では高 さの規定につい ては及ばない 、これは前回

と変わりません。ただ、今回は荒川建設のほうから高さの算定の図面は出させております。

市のほうでもその内 容はチェック しております 。最終的な判断 は建築主事が 確認申請の中

で判断することとな ると思うので すが、市の基 準に照らしても 明らかにおか しいというと

ころはございません。

◆佐野仁昭 委員 わかりました 。では、それ を前提に伺いま すけれども、 回答の中では

日影の被害はないと 書いてあるん です。日影被 害がないという のではなくて 、現行法上、

地上の平均地盤面か ら、この計画 ですと第一種 低層住居専用地 域は１．５メ ートルからの

日影が影響が出ます よね。この１ ２ページなん ですけれども、 第一種住居専 用地域は４メ

ートルからの日影の 被害。だから 、同じ１つの 図面でも日影の 図がずれてい るのは、基準

となる高さが４メー トルか１．５ メートルかで 影が落ちるとこ ろが変わって くるというこ

とがこの図でわかる と思うんです けれども、反 対側の西側は地 下になってし まうわけだか

ら、建物の高さが２ ７メートルで 本来影が落ち るはずなのに、 基準法上、影 が出ないとい

う扱いになっている わけですよね 。でも、実際 には西側に影が 出ますよね。 この影響とい

うのはどの程度把握されていますか。

◎白井 建築指導課 長 斜面地条 例の中で、先 ほど申し上げた ようなチェッ クはあくまで

も建築基準法に基づ くチェックで ございますの で、当課におい ても同様な平 均地盤と高さ

ですので、実際の影の図面というのは提出はされておりません。

◆佐野仁昭 委員 実際に影が出 ると、２７メ ートルですから 、大体お昼前 後まで相当な

ところが日影被害が 出ますよね。 それすら向こ うは影なんか落 ちないと、建 築基準法上を

もって言っているわけですよ。

だから、私は何が 言いたいかと いうと、ほか の会派の方も代 表質問でなさ っていました

けれども、やっぱり これは切り土 も規制するこ とが必要なので はないか。地 下室マンショ

ンということでこう いうことが許 されてしまう 。地上何階地下 何階、切り土 をやってそう

やってやるというこ とができてき てしまうわけ ですから、この ことも含めて 見直す。斜面

地条例の見直しには 入っていない けれども、そ ういうことも考 慮する必要が あるのではな

いかと思うのですけ れども、その 辺はどうです か。ちゃんと高 さ、階数なり 何とかを前提

にして良好な住環境を形成するというのを前提にする。それはいかがでしょうか。

◎中村 指導部長 斜面地条例に つきましては 、盛り土を前提 として、盛り 土したことに

よって高さを高くし て周りに影響 を与えるもの について規制し て、良好な環 境を維持して

いきたいということ なので、今、 切り土につき ましては特に規 制はしていな いのですけれ

ども、ただ切り土の 中でも階数等 については規 制されていると いうことです 。ただ、今委
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員がおっしゃいまし た日影等に関 しましては、 斜面地条例の中 では特には規 制しておりま

せんで、建築基準法 の確認の中で 行っていくこ とにつきまして は、建築基準 法にのっとっ

た規制の中で実施させていくことになると思います。

◆佐野仁昭 委員 ですから、建 築基準法は平 均地盤面からの 高さで用途地 域によって４

当た

るところは影があっ たとしても落 ちていないと いう扱いになっ てしまうわけ です。実際に

第一種低層住居専用 地域に住んで いる方が丸々 日影がかかって いるのに、影 が落ちていな

いなんていうのはあ り得ないじゃ ないですか。 そういうところ の一つ一つを 現状に合わせ

て適用していけるよ うな考え方を 持っていかな いと、地下とい う扱いになっ て、平均地盤

面が途中からに位置 づけられる。 盛り土して上 に上げるのか切 り土して下げ るのか、いず

れにしても平均地盤 面を前提にし ている、こう いう考え方をこ ういう日影の ところには適

用しないとか、何か 考えていか

気でできて、自分た ちが良好な住 環境を脅かさ れて何も改善で きないという のはちょっと

おかしいと思うんで すよね。ぜひ そこは検討し ていただきたい と思いますし 、西側の部分

の日影の図面はぜひ つくらせて、 どれだけの影 響が出るのかと いうのをちゃ んと実情に合

わせて把握できるよ うに検討して いただきたい と思いますので 、それはぜひ 資料作成をお

願いしたいと思います。

それから、これだ けの規模の先 ほどアセス逃 れという話があ って、複合ア セスにはなら

ないけれども、自主 アセスで要請 したら断られ たという話でし たよね。その 辺の経過をも

う一度教えていただけますか。

◎小林 環境評価室 担当課長 私 ども環境評価 室としましては 、この事業計 画は２９７人

ということで規模要 件としては該 当しないので すが、規模要件 としておりま す３００人に

限りなく近いという ことで、そこ の部分につい ての自主アセス を指導したと ころでござい

ます。それに基づき まして、事業 者のほうから は申し出がなか ったという経 過でございま

す。

◆佐野仁昭 委員 それから４ペ ージ目のとこ ろで、真ん中が 抜けてしまっ ている、面積

も含めてアセス逃れ という指摘を 受けています けれども、将来 的にここがも し事業が何か

された場合にはどういう扱いになるのですか。

◎小林 環境評価室 担当課長 今 使われていな い土地について もし事業計画 があるという

ことであれば、そこは複合開発事業という形の中で指導していくことになると思います。

◆佐野仁昭 委員 だから、そう いうことをよ く悪知恵を働か せて、計画が ないと言って

しまえば複合アセス にかからない から、まさに アセス逃れです よね。アセス 逃れの何物で

もない。それで私が 聞きたいのは 、例えば平た んなところだっ たらそこだけ 柵をして、何

も事業はないと言っ て言い逃れて 何も手をつけ なくてもいいん だけれども、 ここは斜面で

すよね。下から工事 をしていく場 合に、一切こ こは手をつけな くてできるの ですか。周り

を削って、造成する 場合にここだ けが土地が残 る。周りはのり 面を整形して いますから、
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一切ここに手を触れないで工事をするというのが可能なのですか。

◎日野 まちづくり 調整課担当課 長 中央の四 角い土地の部分 でございます けれども、建

築敷地につきまして は、４ページ の図面、土地 利用計画図で一 点鎖線で囲ま れている内側

になりますけれども 、この四角い 土地利用しな い土地のちょう どマンション 出入り口と書

いてございます白抜 きの部分につ きましては、 開発区域に含め るという形で 総合調整条例

上も申請が行われて おります。一 部斜面、整形 するところにつ いては開発区 域に含めると

いうことで、いじる 区域に関して は明確にした 上で申請は行っ ております。 そういうこと

でございますので、 それ以外のと ころにつきま しては土地利用 、あるいは造 成計画がない

ものと考えております。

◆佐野仁昭 委員 そうやって一 部、開発区域 に含めているわ けですよね。 だから、これ

制度

を強化しなければい けないという のは本当にひ どいんですけれ ども、アセス 逃れを許さな

いためにも見直して いく。ちゃん とアセスとし て環境影響評価 の対象にする というのは常

識ですよね。道理で すよね。その 辺、向こうは やる気がないみ たいですけれ ども、でも指

導を強化して、再度 、環境影響評 価を行えとい う指導をすべき だと思うので すが、見解を

教えてください。

◎小林 環境評価室 担当課長 最 初の段階で規 模要件に該当し ないというこ とで自主アセ

スの指導をした際に 、計画はない ということで したけれども、 その間、住民 の方からの声

とかをあわせて、そ この部分につ いては計画が 本当にないかと いうことで私 どもの今のア

セスの条例の中で事 業者のほうに は確認を行っ てきところであ ります。ただ 、結果としま

しては、今のこのよ うな状態にな ってしまって おりますけれど も、事業者の ほうには引き

続き環境配慮をしていくようにという形で指導をしているところでございます。

◆佐野仁昭 委員 市の見解とし て確認したい のですけれども 、これはアセ ス逃れと思い

ますよね。自主アセ スを促してい るわけだから 、アセス逃れに 限りなく該当 すると認識し

ているということでよろしいでしょうか。

◎小林 環境評価室 担当課長 ア セスという部 分でいきますと 、結果として そういう形で

限りなく計画の要件を下げてきておりますので、そこはそういう認識をしております。

◆佐野仁昭 委員 わかりました 。それから、 これだけの規模 の事業計画で すと、６％の

提供公園のほかに４ ％の保全配慮 緑地を確保し なければいけな いと思うんで すけれども、

４％部分というのはどこに該当するのですか。

◎長瀬 開発審査課 長 まだ私ど ものほうに開 発許可申請書が 出ていないも のですから、

これについては把握しておりません。

◆佐野仁昭 委員 保全配慮緑地が確保できるということは、指導は当然されますよね。

◎長瀬 開発審査課 長 基本的に 今回について は公園緑地課の ほうとの協議 になっていま

◆佐野仁昭 委員 その場合に、 伐採してしま ったというので すけれども、 本来ちゃんと
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緑地として残すとい うのが前提だ と思うんです けれども、木を 切ってしまっ てそこの部分

だけというのはどうなんですか。

◎長瀬 開発審査課 長 通常、樹 木を伐採した 場合についても 、復元緑地と いうことで新

たに緑地を設けた形で指導しているというのが一般的になっています。

◆佐野仁昭 委員 わかりました。それから、４ページの図であわせてやりますけれども、

６メートルの道路を 前提に工事計 画がされてい るのですが、道 路の土地所有 者の方の同意

を得られないと、６ メートルとし て確保できな いと思うのです が、この辺、 同意を得られ

なかった場合に拡幅はどうするのですか。

◎長瀬 開発審査課 長 図面を見 ていただくと わかると思うん ですけれども 、今現在、公

道に接した形で２メ ートルセット バックしたと ころからやると なっている。 その同意につ

きましては、今回セ ットバックし た部分をいじ るという前提の 中で同意を求 めることにな

っています。事業者 については、 同意が得られ ない場合は土木 のほうと再協 議を要すると

いうことで、実は先 週、事業者の ほうから麻生 区役所道路公園 センターに対 して再協議を

したいという申し出があって、今後協議をしていくという話で聞いております。

◆佐野仁昭 委員 全くここの道 路に触れない で工事計画をつ くれるのです か。結局、そ

こに同意を得られな いからといっ て、別に道路 をこちらにふや すとなると、 斜面になって

いるわけですから、 切り土か盛り 土をしなけれ ばいけない。計 画自体が変わ ってしまいま

すよね。だから、この計画自体が成り立たないという認識でいいのか。

◎長瀬 開発審査課 長 今の点も 踏まえて、麻 生区役所道路公 園センターの ほうは詳細協

議に入っていると考えております。

◆佐野仁昭 委員 そうすると、 協議はどうな るかわからない けれども、結 局同意が得ら

れなかったら、この 計画自体、見 直さざるを得 ないという理解 でよろしいと いうことです

ね。

◎長瀬 開発審査課 長 同意が得 られない場合 については、現 道の部分、今 の既存の道路

部分をいじらない形 で土木のほう で協議を行っ ていくと思いま すので、同意 が得られない

としても６メートル確保できるという話の中で道路管理者が協議してございます。

◆佐野仁昭 委員 そうすると、自分たちのほうに確保して６メートルとかじゃなくても、

この計画どおり得られないのを前提にやってもいいという話なのですか。

◎長瀬 開発審査課 長 今回の拡 幅部分につき ましては、今現 在は民地部分 をいじった形

で道路整備をしなが ら拡幅してい くという話に なっていると思 うんですけれ ども、同意が

得られない場合につ きましては、 その部分はい じらないで、拡 幅した部分の 中で道路整備

を行っていくという協議になると思います。

◆佐野仁昭 委員 そうすると、 段差ができて しまうじゃない ですか。こっ ちにふやすに

は道路をかさ上げす るのか、切り 土して６メー トルを確保しな いといけない 。切り土すれ

ば、今の既存の道路 と民有地との 間に段差がで きてしまいます よね。これは どうするので

すか。
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◎長瀬 開発審査課長 そこの部分も含めた形で協議を行っていくと聞いております。

◆佐野仁昭 委員 こういう道路 が許可できな いようなところ は市として認 めないでくだ

さい。そういう立場 で対応してい ただくように 道路公園センタ ーに言ってい ただきたいと

思います。

◎長瀬 開発審査課長 わかりました。

◆佐野仁昭 委員 最後に、資力 の問題なんで すけれども、こ れは開発審査 課のほうの判

断になると思うので すが、事前に いろいろと調 査した内容を見 ると、いただ いた資料を拝

見すると、荒川建設 さんは今、債 務超過状態だ と。３期を超え て赤字の企業 で、主要取引

銀行からの融資を受 けられないと いう現状があ るということな んですけれど も、資力につ

いて、やり始めたの に途中で倒産 とかなんとか となった場合に 本当に大変な ことになると

思うんですが、その判断はどのような形で、何を根拠にして資力について判断されるのか、

その辺はいかがですか。

◎長瀬 開発審査課長 資力につきましては、今回の工事に伴う資金計画書を出させます。

その資金計画書に書 かれてある工 事の合算数字 に対して今回の 事業主がみず からの自己資

金でやるという話に なれば、それ に対する金融 機関が発行する 残高証明書を 見て判断しま

す。もし残高証明書ができない場合につきましては、金融機関が発行する融資証明を見て、

工事の合算の金額があるかどうかという判断を行っていくようになります。

◆佐野仁昭 委員 そうすると、 例えば住民説 明会の報告書だ って記載にう そがあったと

いう話が出ているん ですけれども 、書類自体を 捏造と言うとま た語弊がある のかもしれな

いけれども、書類も ちゃんと正し い正規の書類 として出されて いるのか、一 つ一つ各銀行

等に確認をしてチェ ックするとい うところまで 市として可能な のでしょうか 。要は本当に

資力について適正な のかというの を判断しない と、いろいろな 資料も拝見し ましたけれど

も、相当大変なのではないかと客観的に見て思うのですけれども、いかがですか。

◎長瀬 開発審査課長 先ほども御説明しましたけれども、基本的には今現在わかるのは、

工事費の合計額に対 して、直近の 金融機関発行 の残高証明をも って判断する ようになりま

す。

◆佐野仁昭 委員 例えば久本の 工事のときに 出された資料と 、またこっち でも同じ資料

と、１つの資料をあ ちこちで転用 して、果たし てそれで見たら 、結局それし かなかったと

いう話にならないですか。

◎長瀬 開発審査課 長 開発許可 申請に求める 資料というのは 直近というこ とですから、

申請を受け付けする ３カ月前の公 の資料という ことでやってい ますので、久 本のほうとは

リンクしないと考えております。

◆佐野仁昭 委員 わかりました 。では、その 辺は適正に、逆 に言うと、そ んなところに

はしてほしくないと いうのは審査 の中でちゃん としていただか ないと困ると 思うので、適

正については強く要望しておきます。とりあえず結構です。

◆尾作均 委員 ほ とんど佐野委 員が質問され ましたので、残 りの部分をち ょっとだけ時
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間をとらずに質問し たいと思うの ですが、まず 許可に関してな のですが、あ くまでも仄聞

の域を離れないので すが、埼玉県 で霊園の造成 が不許可になっ た。これは条 例制定前に不

許可になったという ことなんです が、内容的に は書類を受理す る前にその条 例ができる予

定になったので不許 可にしたとい うことなんで すが、こちらの 経過を見ます と、昨年の９

月に設置届の受理を して、１２月 に承認通知書 を交付している ということな のですが、そ

のころは斜面地条例 は検討を十分 にされている ころだと思うん ですね。そう しますと、埼

玉県のケースを当て はめますと、 同じ理由で不 許可をすること も可能だった のではないか

という気がするのですが、その辺の見解はいかがなのですか。

◎白井 建築指導課 長 埼玉県の 事例は私ども のほうでもお調 べをさせてい ただき、２１

年の墓地条例の改正 ではないかと 思い、探して みました。ただ 、その事例で は条例の改正

に伴って事前協議を その前にして いるものにつ いては経過措置 として許可を するという情

報しか出てこなくて 、条例改正後 の経過措置は あるのですが、 不許可にした 事例というの

がわからずに、今回 、私どもの斜 面地条例の改 正も同様ではな いかと思って いるところで

ございます。

先ほどの委員の御 質問の中で説 明報告書の提 出がありまして から斜面地条 例のほうは受

け付けをしておりま す。１１月２ 日に斜面地条 例のほうの受け 付けをしてお りまして、現

行条例の適用をされ る時期でござ います。改正 のほうも、基本 的には条例の 受け付けをも

って条例適用がされ る予定でござ いますので、 その時点で適用 させるのは難 しいと思って

おります。

◆尾作均 委員 そ れと、先ほど 佐野委員から 質問があったの ですが、荒川 建設工業の資

産内容なのですが、 簡単に会社の 概要とマンシ ョンの建設実績 と、できれば マンションの

販売実績がわかればお願いをしたいのですが。

◎嵯峨野 まちづく り調整課長 今のところ委 員のおっしゃら れたことにつ いてまだ調査

を行っておりませんので、お答えできません。

◆尾作均 委員 何 でこんな質問 をしたかとい いますと、工事 の許可を受け ていて、建設

会社に丸投げするの だったらまだ いいのですけ れども、許可証 と一緒に全て 売却をしてし

まって、全く違う業 者がこの工事 に取りかかる という可能性も なきにしもあ らずだと思い

ますので、ここで幾 ら荒川建設工 業さんに対す る請願を審査し ても、業者さ んが全く変わ

ってしまうというこ とになると、 また一から同 じことを繰り返 さなくてはい けなくなる可

能性がありますので、その辺はどのように考えていますか、お伺いしたいのですが。

◎嵯峨野 まちづく り調整課長 荒川建設工業 の今までのほか のマンション の事例を見て

みますと、完成する までは荒川建 設工業が一応 かんでいるよう な形にはなっ ているものが

あるんですけれども 、ただ、実際 の販売ですと か施工に関しま してはほかの 会社と一緒に

やっているという事 例が多く見受 けられること になります。施 工につきまし ては、ほとん

ど別会社、別のゼネ コンさんがや っております ので、工事の施 工に関する協 定等につきま

しては、工事施工会 社と住民との 間で取り交わ すことになる可 能性はあると 思っておりま
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◆尾作均 委員 と いうことは、 総合調整条例 に基づく２８条 の工事協定と いうのは、許

可がされて工事が始 まりますから 、こういう内 容で工事をやり ますよという 協定になると

思うのですが、それ までは荒川建 設工業さんが しっかりと地域 に説明をして 同意をいただ

かなければいけませんよという解釈でよろしいわけですね。

◎嵯峨野 まちづく り調整課長 工事施工に関 しましては、工 事の協定書と いう形なると

思われます。工事の 協定書につき ましては、総 合調整条例では なくて、中高 層条例のほう

で工事協定等を結ぶ ように市のほ うがあっせん 、調定をできる ような制度が ございますの

で、そちらのほうの 制度を使って いただきまし て、実際の工事 施工者さん等 とやることに

なれば、このような 制度の中で市 のほうが中に 入ってあっせん 、調定をして 工事協定を結

んでいくような形になると思っております。

◆尾作均 委員 今 、嵯峨野課長 が調定、あっ せんの話をした のですが、調 定、あっせん

は努力義務であって 、その話し合 いがつかなけ れば、その間、 工事は進んで しまうんです

よ。ですから、今お っしゃってい るような形だ と、地域の方た ちの要望は聞 きますよと言

いながらも、いつの間にか工事が終わってしまっているという状況にもなりかねないので、

その辺はきっちりと 行政側で指導 していただか ないと、意味が ないものにな ってしまうと

思うのですが、いかがでしょうか。

◎嵯峨野 まちづく り調整課長 工事を行うゼ ネコンさんとい うのは、工事 を行いますの

で、地域の方に御迷 惑をかけると いうことはわ かり切っている ことですので 、自分たちの

利益も伴いますので 、そこにつき ましてはゼネ コンさんとしま しては地域の 方と十分お話

し合いをして、今ま での大きな工 事につきまし ては工事協定を 結んでちゃん とやられてお

ります。工事協定を 全く結ばない でやるという ことは今のとこ ろ市としては 余り考えてお

りません。

◆尾作均 委員 わ かりました。 工事協定に関 連してなのです が、大型車両 の通行なので

すが、あそこの６メ ートルの予定 地に出てきま すと、左折をし ますと一方通 行路で、大型

車両通行どめ、たしか５トン未満の規制があったような気がするのですが、そうしますと、

あくまでも中型車両であそこの工事を進めていくという解釈でよろしいわけですか。

◎嵯峨野 まちづく り調整課長 建設緑政局の 道路管理部管理 課のほうが道 路の管理をし

ておりますので、こ の間聞いたと ころでは、特 にそういうよう な制限はない ということは

聞いておりました。

◆尾作均 委員 済 みません、私 の勘違いでし ょうか。ただ、 あそこへ入っ てきますと、

９０度に曲がる細い カーブを出て いかないと一 方通行路を出て いけない道路 なので、とて

も大型車両などは通 行できる場所 ではございま せんので、その 辺は車両の台 数も変わって

きますので、業者さ んと道路公園 センターさん にしっかり確認 をした上で、 柿生美山台自

治会の皆さん、また 日光台自治会 部分も通りま すので、車の台 数ですとか搬 出経路をきっ

ちり確認していただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。
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◎嵯峨野 まちづく り調整課長 今、委員がお っしゃられたこ とにつきまし ては、道路公

園センターと建設緑 政局の担当部 署と協議いた しまして、もう 一度最終的な 判断をどこで

どのようにするのか ということに ついて確認を いたして、事業 者のほうにも 示していきた

いと考えております。

◆尾作均 委員 最 後に１問、確 認なのですか 、４ページの図 面で、先ほど 佐野委員から

話がありました空白 地といいます か、一点鎖線 のところは開発 区域内に含ま れているとい

うことだったのです が、ここが全 体の中の宅地 開発計画になっ ているという ことは、この

部分は今後、開発はできないという解釈でよろしいわけですか。

◎長瀬 開発審査課長 未利用地の部分の話でよろしいですか。基本的には開発というか、

土地利用は可能だと判断しております。

◆尾作均 委員 と いうことは、 開発計画の中 に含まれていて 許可をとって いても、未利

用地の部分は後から開発は可能だということですか。

◎長瀬 開発審査課 長 未利用地 の残地部分に ついては今回の 開発区域から 外れています

ので、何らかの土地利用は可能だと思います。

◆尾作均 委員 で は、将来的に は土地利用さ れる可能性は十 分にあるとい うことでいい

わけですね。

◎長瀬 開発審査課 長 今現在は 土地利用はあ りませんという 話はされてい ます。ただ、

未利用地として残っ ている場合に つきましては 、何らかの土地 利用は可能だ と考えており

ます。

◆尾作均 委員 こ れ以上聞いて も答弁は一緒 だと思うのです が、地域の方 たちもその辺

を心配されているの で、業者さん にきっちりと 確認をした中で 、何らかのお 約束を取りつ

けるとかいう形のも のがとれれば いいのかなと 思いますので、 よろしくお願 いしたいと思

います。とりあえず結構です。

◆吉田史子 委員 １点だけなん ですけれども 、今までいろい ろな委員が思 いを語ってく

ださったところなの ですが、もち ろん行政、市 の皆様も先ほど の請願に対す る見解の中で

も、また答弁の中で も真摯な態度 で指導してく ださっていると 思うのですが 、相手が相手

ですし、指導以上の ことはできな いとは思うん ですけれども、 指導の仕方と いうのも考え

ていかないと、今後 非常に大変だ と思うんです ね。そのときに 、これまでの 指導の仕方で

果たして十分効果が あったのかど うかというと ころで、今後ど のような指導 の仕方という

か、紳士的な態度でやっているだけでは多分右から左という感じに、ぬかにくぎというか、

そういう形になって しまうかと思 うんですが、 本当に効力のあ る指導という ことを考えた

ときにどんなことが できるのか。 今までの指導 の仕方と今後の 指導について のお考えを伺

いたいと思います。

◎嵯峨野 まちづく り調整課長 今までの指導 といいますか、 条例ですとか 法令に基づい

たことであれば、そ れに基づいた 形で強く指導 して従わせると いう形で進め ることはでき

ますが、単なる行政 指導というこ とになります と、行政手続法 などにも行政 指導の範囲が



18

定められておりまし て、あくまで も事業者の協 力のもとに行わ なくてはなら ないという定

めもございますので 、そこら辺の さじかげんを 見ながら指導と いう形をとっ ていかないと

できないと思っております。

◎金子 まちづくり 局長 制度の 運用の部分は さまざまなケー スがございま して、事業を

やろうとされている 方、あるいは 地域の立地条 件、今までの過 去の経緯、今 後の周辺に及

ぼす影響、さまざま な案件の中身 に沿って、私 どもは日々さま ざまな指導を させていただ

きながら必要な行政 処分を適切に やっていると いうことでござ います。ただ 、さまざまな

ケースがある以上、 どのように指 導を改善する かというのは一 概には言えま せん。今回の

請願のケースなどに もございまし たとおり、私 どもとしてはさ まざまな情報 を申請者から

いただいて、それを もとに行政手 続法にのっと ったルールに基 づいて判断を していくわけ

ですけれども、必ずしもそれだけではなくて、それ以外のさまざまな情報がありますので、

それらも加味しなが ら必要な手段 を講じていく 、そういう措置 がとれるもの があれば、そ

れはしっかり踏み込 んで調査、判 断をした上で 指導をさらにし っかり行う。 それはさまざ

まなケースがあろうと思いますので、研究していきたいと思っております。

◆吉田史子 委員 正論としては もちろんそう いうやり方はあ るんですけれ ども、相手の

ほうも、これまでの 資料とか今ま での質問の内 容を聞いてきて も、本当に法 律とか条例の

ぎりぎりの際のとこ ろで来ている わけですから 、相当ウルトラ Ｃ的な指導を しないと何ら

効果がないというか 、相手にとっ てはそのこと ぐらいわかった 上で攻めてき ているわけで

すからね。３００人 のところを２ ９７人とか、 残っている残地 のところでも 、また何年後

かに絶対建つに決ま っているじゃ ないかという のは本当にわか るわけですよ ね。そういう

ところを法律とか条 例とかには一 応触れていな いから何もでき ずに、指をく わえて見てい

るだけということで 環境が侵され たり、あるい はそこに住んで いる方々の安 全が侵される

というのがあっては ならないわけ ですので、ル ールはルールと してもちろん あるし、指導

は指導としてあるん ですけれども 、先ほど粕谷 委員もおっしゃ っていたよう に、特例で対

応していくとか、一 般論ではなく て、この案件 に関しての特別 な方法なりな んなりという

のを本当に真剣に考 えていかなけ ればいけない と思いますので 、そこは本当 に強く要望い

たします。

◆勝又光江 委員 話がずっと荒 川建設のひど さが各委員から この間出てき ているんです

けれども、私も一番 最初に荒川建 設が住民の皆 さんに説明会を しなければい けないという

ときに、文書で説明 というか近所 を回っている 中に、当敷地は 傾斜地であり 、斜面を利用

して日当たり通風の よい計画とな っていて、建 物の高さも接道 面より余り高 くなく、周囲

の景観に配慮した計 画となってい ますというよ うな見出しで書 いたものが渡 されているん

です。渡されている んだけれども 、説明会は全 くされていない 。これが総合 調整条例の流

れでずっと皆さんが 、先ほど局長 も、これはこ のとおりに行け ばいいのだと 私も思ったん

ですけれども、実際 はそうではな いということ があっていろい ろな問題が出 てくるのでは

ないかと思うんです。
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ここに書いてある ように、総合 調整条例の中 には、事業者は 標識を設置し た後、すぐに

説明をしなければい けない、近隣 住民に説明を するのは義務で あって、周辺 住民に対して

も申し出があったら 説明をすると いうふうにな っているんです けれども、そ ういう意味で

は住民が１４日から ２１日以内に 要望書を出さ なければいけな い、それまで に説明会はし

なければいけないと なっていなが ら、それもさ れないで、工事 事業者が決ま ってから説明

をしますからみたい なそういう流 れがずっとあ って、住民にし てみたら、先 ほども話があ

りましたけれども、 この条例どお りに要望書が その日にちが来 てしまえば出 さなければい

けない、市長への意 見書について も、その時期 が来たら出さな ければいけな いということ

で、本当にあらゆる 手だてを尽く してこういう ことをしている んだと思うん です。ところ

が、事業者にしてみ たら、説明会 は工事事業者 が決まってから という答弁を しているとか

いうことで、ほかの ところでもこ ういう形でや ってきたんだと 思うんですけ れども、いか

に条例があっても、 そのとおりに はなかなかし ていない、そう いうところに 住民の人たち

が一番不満というか不安というか、そういうようなことを感じているんだと思うんです。

先ほども条例については見直しをしていくとか、何かしていく必要があるということで、

そこら辺はやってい くということ も意見として は出ているんで すけれども、 私はこの条例

どおりに事が運ぶと いうことをも っと強く事業 者に対して言っ ていくべきだ と思うのです

が、その辺について はどうなので しょうか。標 識を立てた後、 すぐに説明会 を行って、要

望書を出せるような 状況をつくって おくというこ とが本当に大事 だと思うんで すけれども、

そういうことがなし 崩しで条例の 手続だけが進 んでいっている 。業者側に対 する利に益す

るようなやり方がさ れているとい うことについ てはどうかなと 、先ほどもこ の条例を見直

したりとか、部分的 には変えてい く必要もある のではないかと いう話も出て いますけれど

も、その辺について は先ほども答 弁いただいて いますけれども 、もう一度お 願いしたいと

思います。

◎嵯峨野 まちづく り調整課長 今、委員がお っしゃられたこ とは条例の１ ４条の近隣関

係住民等への説明と いうことだと 思います。説 明会ということ が一番最初に この条例の中

ではうたわれており ますので、説 明会をしなく てはいけないと 思われている 方も多くいら

っしゃるとは思って おりますが、 近隣住民への 説明の仕方とし て説明会が１ つあり、書面

による説明が１つあ り、その他の 適切な方法に よって説明する という３通り を条例の中で

は定めておりますの で、事業者が どういうよう な形で説明をす るかというの は事業者に任

されていることにな りますので、 条例に適して いないというこ とには今我々 は考えてはい

ないということでございます。

◆勝又光江 委員 それはこの読 み違いだと思 うんですよ。こ れに書かれて いるように、

説明会の開催をする ことと、第２ 項のところに もそうですよ。 隣接住民だけ ではなくて、

周辺住民からの説明 を求められた ときは速やか に説明会の開催 をし、それ以 外の方法もあ

るというふうにはな っていますけ れども、第一 に説明会の開催 なわけですよ 。ここのとこ

ろがされていなくて 、ほかの方法 で何かがあれ ばいい、ではそ の方法がやら れたのかとい
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うと、実はそこも十 分ではないと いうことがあ れば、ここに書 いてあるよう に説明会は事

業者の都合でいつ開 催してもいい とか、そうい うものではない と私は思うん です。事業計

画の内容とか住民へ の影響という のは本当には かり知れないわ けだから、詳 しく説明をし

て、皆さんの疑問に 答えていくべ きものだと思 うんです。それ は説明会でな いと、この計

画がどのようなもの かがわからな いままに要望 書を出せと言わ れてもなかな か難しいこと

かなと思うんですけ れども、今の 話だと、説明 会をしていなく てもいいんだ よというよう

な感じの受けとめに なってしまう のですが、そ こはやっぱり説 明会が一番大 事だというそ

の辺のところがない と、きょうの 出されている 中身に応えられ ないのではな いかと思いま

すが。

◎日野 まちづくり 調整課担当課 長 今、委員 の御指摘がござ いました１４ 条の関係でご

ざいますけれども、 １項、２項に 説明会等々の 方法ということ で列記してご ざいます。そ

うした中で３項のほ うに「前２項 の規定よる説 明について、近 隣住民又は周 辺住民から要

望があった場合は、説明会の開催をするよう努めるものとする。」ということで、努力義務

ということを明確に 条例の中では うたっており ます。そうした 中では、条例 の違反という

ことにはならないと認識しております。

一方で、努力義務 でございます ので、行政と しては条例の努 力義務の定め に従いまして

説明会の開催をする ように、今回 の荒川建設に つきましても強 く指導してき たところでご

ざいます。ただ、時 期に関しまし ては、残念な がら意見書の提 出期限には間 に合わなかっ

たということでございます。

◎嵯峨野 まちづく り調整課長 今、日野担当 課長のほうから 申されました ように、３項

のところでは努力義 務ということ で定められて おります。それ と、１４条１ 項のところで

３通りの説明の方法 を定めている というのは、 面積によってで すけれども、 最大で２１日

以内に要望書を出さ なくてはなら ないと定めら れております。 説明会だけと いう形になっ

てしまいますと、２ １日という期 間を守られな いことも出てく る場合があり ます。そうす

ると、説明をしない 前に期限が来 てしまうとい う場合も当然考 えられるわけ ですので、説

明会だけということ ではなくて、 条例の中では この３通りの方 法のどれかで やって住民の

方にできるだけ迅速 に工事の概要 等を説明して 、御要望をいた だくものはい ただくという

ようなことで条例が定められているということでございます。

◆勝又光江 委員 であれば、事 業者が言うの は、要望書の中 に説明会をし てほしいとな

かったから説明会を しなかったん ですよという ようなことを言 っているんで すけれども、

それは逆ではないか と思うんです よ。説明会を するというのが まずあって、 その中でいろ

んな問題について出 てきた中身で 要望書を出し ていくというふ うになるもの が、その辺が

どうも逆のことで、 行き違いがあ るのかもしれ ないですけれど も、ここは本 当に説明会を

するということを第 一優先に考え てやっていく という姿勢でな いと、それ以 外のものでも

いいんだよという立 場に立ってし まうと、説明 会がなおざりに なるというか 、要望してい

るのにされていないということがいつまでも続くというふうになるわけですよ。
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手続の経過を見て も、標識が出 てから説明会 をしたのは１１ 月２５日です よね。これだ

って承認通知書が出る寸前にそういう説明会をして、こんな説明会の場所が設けられても、

もうどうしようもな いような状況 になるまで説 明がされていな いということ が問題だと受

けとめてもらわないといけないのではないかと思うんですけれども、どうなんですか。

◎嵯峨野 まちづく り調整課長 今、委員おっ しゃられたよう なことは、当 然行政のほう

も思っておりまして 、事業者に対 しては住民か らの要望に対す る説明会はで きるだけ行っ

ていただきたいとい うことの指導 はしておりま した。ただ、事 業者が、そう はおっしゃら

れましても２１日で できる、でき ないというこ ともありますと いう説明もご ざいましたの

で、その中では、で は終わった後 でもいいから 説明会を行って くれというよ うな指導はし

ておりました。です ので、説明会 をやらなくて いいというよう な指導はして いない、この

ように今考えております。

◆勝又光江 委員 しなくていいと思っている、私はそんなことは言っていないんですよ。

それは説明会をちゃ んとしなけれ ばいけないか ら、事業者に対 してそこのと ころはちゃん

としなさいという指 導を当局とし て行うべきだ ったのではない かということ を言っている

わけです。そういうふうにやってきたんだけれども、この業者はそうしなかったんだとか、

そういうものであればいいんだけれども、そこは確かに指導もされたのだと思うのですが、

説明会がこんなに遅 くなるという ことについて は、私が何でそ ういうことを 言っているか

というと、実はこの 図面を見てい て、工事の車 両がどこから入 ってくるのか というのが物

すごく悩んだところ なんです。一 番最初は、４ ページにある下 の上麻生１０ ６号線から入

ってくるのかとか、 上麻生１０７ 号線はどうな るのかというこ ともあって、 工事車両がど

こから来るのかとい うのがこれで はさっぱりわ からないんです 。説明会の中 でもわからな

いということなんで すけれども、 実際先ほど言 っていたように ６メートル道 路についても

土木との協議をもう 一度やり直し みたいなこと を言っているわ けですね。そ うすると、一

体工事車両はどこから来るのかというのがいまだに全くわからない。

それは工事事業者 が決まってか らお知らせし ますみたいなこ とになってい るんですけれ

ども、柿生美山台自 治会のほうか らは、説明会 を申し込むにも 、ここが工事 車両の通路に

なっているのだとい う説明もない 。柿生美山台 自治会の方たち が通っている ところは標識

も出されなかった。 標識というの は、それを見 て説明会の申し 込みをすると か何とかとい

うのがあるわけです よね。ところ が、それも上 の道路のところ にはないわけ ですから、そ

ういう機会が本当に 奪われてしま ったまま工事 が行われますよ ということで 、そういうふ

うにわかっても美山 台の自治会の 人たちは、こ こを工事車両が 通るのだとい うことを事業

者から聞いても、ま だ工事をされ る工事通路み たいなものがど こかわからな いというので

すけれども、ここのところはどうなったのでしょうか。

◎日野 まちづくり 調整課担当課 長 工事車両 についてでござ いますけれど も、私どもの

ほうも総合調整条例 の申請、承認 の段階、工事 の車両の通行云 々の話、そう した中で事業

者に確認しましたと ころ、恐らく 美山台の上の 道路は６メート ルの幅員が直 近までござい
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ますので、このルー トで入ること にはなるだろ うと。ただし、 工事施工者が 決まってこな

いと、工事車両の台 数ですとか時 間的なもの、 最終的にそうい う具体的なも の、ルートの

詳細についてはなか なか御説明が できないとい う話を聞いてお ります。美山 台の自治会、

関係する沿道の自治 会の方々につ きましては、 その段階で工事 車両の通過等 についての説

明会は別途させてい ただくと伺っ ておりますの で、市としても そういう形で 行ってくださ

いということで指導しているところでございます。

◆勝又光江 委員 それは工事が 始まる寸前と かではなくて、 この時点でど ういう車両が

――車両の中身は確 かにまた別だ と思いますよ 。でも、どこを 通るのかとか 、それは道路

が６メートル道路を つくるのだと かと決まって いるわけですか ら、下の４メ ートル道路な

んて通れないわけで すから、ここ を通るという のがわかってい て、そうした らおおよそど

こを通るかというこ とはわかるわ けですよ。そ こは自治会の方 たちが車両の 通行に関して

いろんな御心配され ていることに ついては、そ れに答えられる ような、せめ てどこを通る

のか、工事車両が工 事をするため にどこで車が 下におりてくる のかとかとい うその辺がわ

からないと、先ほど言っていた未利用地の使い方もうんと影響してくるのかなと思います。

そういうことも含 めて、これは 要望で、車両 がどこを通るの か、せめてそ こら辺は――

今、説明はするとい うことなので すが、とにか くやることが遅 いんですよ。 なので、早い

段階でそういう説明をちゃんとされるようにということは要望しておきたいと思います。

◆岩崎善幸 委員 もう大体同じ ようなことに 尽きるのですけ れども、住宅 というのは、

住宅を建ててそれで 終わりという わけではない わけですよね。 今回はこのよ うな住宅を建

てることについては 、今、委員の 中からもアセ ス逃れだとか、 改正前の駆け 込みだとかと

いう話がありました 。当たってい ると思うんで すけれども、そ ういった意味 では、そうい

った住宅をそのまま 建ててそれで やってしまう ということは、 購入をされる 方がいらっし

ゃるわけですよ。そ うすると、購 入をされた方 がその後で聞い てどんな思い をされるかと

いうことも考えなけ ればいけない と思うんです ね。もちろん住 民の方々は当 然のことなが

ら良好な住環境の中 で暮らしてき た、このこと は守っていかな ければいけな いということ

も当然のことだと思うしね。

そのことを前提に 、請願第５５ 号のほうです けれども、先ほ ども市のほう の説明があり

ましたけれども、請 願項目の中で １つは住民説 明会を周辺住民 である柿生美 山台自治会さ

んの分がまだ一回も できなかった 。もしやるの であれば、２週 間以上前に自 治会宛てに通

知を出してくれ、こ ういうふうな 話がありまし た。先ほど勝又 委員のほうか らもありまし

たけれども、私はつ かんでおりま せんけれども 、１１月２０日 に意見書に対 する見解書を

受けて住民に通知し たということ が書いてあり ましたけれども 、１１月２５ 日に住民説明

会をやっている。こ れをそのまま 端的に読むと ５日間しか余裕 がなかったと いうことなん

だけれども、現実は こういうこと だったのです か。何かつかん でいますか。 要するに、１

１月２５日の説明会 を開くに当た って、住民の 方々に通知をし たのは何日ぐ らいですかと

いうことをお聞きしたかったんです。
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まちづくり調 整課担当課長 日付につい ては把握してい ないのですが 、守る会のほ

うの代表の方に説明 会を開きたい という中で話 をして、そうし たところ、代 表の方が説明

会の場所と周辺への 周知はしても らえるという ことでそちらに お願いをした ということは

聞いておるのですが 、それで２５ 日に開催をし ましたよと。２ ５日の住民説 明会に当たっ

ては、建設地の場所 になります柿 生駅前町内会 と東側の日光台 自治会、南側 の柿生美山台

自治会の方が参加されているという形で聞いております。

◆岩崎善幸 委員 こちらの請願 のほうに、２ 週間以上前に自 治会に通知し てくれと来て

いますので、恐らく 短かったので はないかと。 先ほど早くやっ てくれという 話もありまし

たけれども、これを 早くやる必要 はないんだよ ね。みんな住民 の方々はお仕 事を持ってい

るだろうし、そうい う関係で少な くとも１０日 や２週間ぐらい は間がないと 、我々にした

その辺のことも住民側に立って考えていただきたいと思います。

１番に対して、先 ほどの見解だ と説明会の対 応についてしっ かりと指導す るということ

になったんですけれ ども、説明会 そのものは過 ぎてしまってい るんだけれど も、これはど

ういうふうな形で指導できるのでしょうか。

◎嵯峨野 まちづく り調整課長 今、委員おっ しゃられたこと につきまして は、当然こち

らとしては事業者に 先に伝えまし て、ただ事業 者さんと住民の 双方の日時等 もございます

ので、それについて 打ち合わせを できる方をま ず決めていただ きましてやっ ていただくよ

うに事業者のほうに伝えるということになると思います。

◆岩崎善幸 委員 説明会という 形でいいので すか。そういう ふうに指導し ていただける

のですか。

◎嵯峨野 まちづく り調整課長 我々といたし ましては、先ほ ども申しまし たように説明

会はできるだけやっ ていただくよ うにというこ とで、事業者の ほうには再三 申し伝えてお

ります。それについ ては正確な答 えを事業者か らはいただいて おりませんが 、できるだけ

の形で市からの要望 については一 応聞きますと いうことぐらい しか答えがな いものですの

で、必ず説明会ということについては今のところお答えできません。

◎金子 まちづくり 局長 補足を させていただ きます。今回の 総合調整条例 の手続の中で

の手順というのは、 先ほど最初に 御報告をさせ ていただきまし た流れで私ど も取り組んで

きてございます。先 ほど市のほう の見解として 述べさせていた だきました趣 旨としては、

今回のこういう御指 摘なども含め て、それ以前 からもいろいろ ございました が、そういっ

たところも含めて、 条例に基づく 手続はこうい う形で終わって おりますので 任意の形にな

ると思いますけれど も、皆様の御 指摘なども含 めてそれを事業 者にお伝えし て、説明会を

開くように指導していく、そういう見解だと認識いただければと思います。

◆岩崎善幸 委員 わかりました 。では、ぜひ 請願に沿って指 導していただ きたいと思い

ます。先ほども話し ましたとおり 、住宅が建っ てしまえばそれ でいいのだと いう話では決

してありませんので 、その辺も踏 まえて、業者 が業者だからか とも思うんだ けれども、な
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かなか住民の対応に 応じないとい うことは許さ れない行為だと 私は思います ので、ぜひ指

導していただきたいと思います。結構です。

◆浅野文直 委員 この後の部分 に開発許可が 出てくるんです けれども、９ ０年度にとっ

たときの開発許可はまだ生きていますか。

◎長瀬 開発審査課長 私は今記憶がないのですが、確認してみます。

◆浅野文直 委員 もし取り下げ の届け出が提 出されていなけ れば、この開 発許可は生き

ているはずですから 、宅造などの 許可と違って 開発許可は財産 権としてしっ かりと位置づ

けられている権利で すから、ダブ ルでとること はできないです よね。そうす ると、これか

らそういった作業を させていく。 特に、もしか したら前にとっ た会社はもう ないわけです

から、公告を打って あれするのか 、手法が幾つ かあると思いま すけれども、 本来、時間が

かかってしかるべき 話だと思うん です。今開発 許可をとってい るところにも う一回とり直

しをする案件ですか ら、それを取 り下げさせて もう一回とると いうときに、 ３月議会でこ

れから審議する条例 のことを、も う通ることを 前提で話すのも あれですけれ ども、我々議

会としてもこれをや らなければい けないという ふうにやってき た条例ですか ら、新たな条

例に適したもので開 発許可をとら せるというの は本来あるべき 姿だと思うの ですが、これ

から時間がかかる開 発許可をとる に当たって、 ここに照らし合 わせるという ことはできな

いものなのですか。 ほかの開発許 可がとれてい るところで計画 確認通知書を 交付しても問

題はないのですか。

◎長瀬 開発審査課 長 当初許可 をとって、そ のまま未着工と いうケースも あると思うん

ですね。そういう場 合に対しても 、基本的にそ このところに新 たに開発許可 申請が出たと

しても、その許可をおろすことは可能です。

◆浅野文直 委員 以前の許可を 取り下げさせ ずに、その上か らそのまま何 も関係なくと

ることは可能だということですか。

◎長瀬 開発審査課 長 当然、開 発の許可は生 きているわけで すから、Ａと いう事業者が

真っさらな状況でや るというのが 通常の話だと 思うんですけれ ども、もとも との許可をと

ったところの地権者 の方がＡさん からＢさんに かわってしまっ た、土地の権 限等もＢさん

に移ってしまって、 Ａさんの存在 がまるっきり 見受けられない 。Ｂさんが新 たにそこの部

分で例えば開発許可 申請をしたと いう場合につ いて、当然、土 地の権限があ るわけですか

ら、そういう場合については通常、開発の許可は可能と判断しております。

◆浅野文直 委員 私がこれまで 取り扱ってき た案件とは少し 認識が違うん だけれども、

明らかに以前に確認 をとられてい る方は連絡が とれずに、取り 下げさせるこ とはできない

案件だということでいいのですか。

◎長瀬 開発審査課長 そこはまだ確認してみないと何ともわからないのですが。

◆浅野文直 委員 今の時点でも し廃止届が出 されていなけれ ば、前の開発 許可の上から

今やろうとしている わけですね。 人の財産権の 上から、もし所 有者はかわっ ていても、前
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の許可をとった方の 上から勝手に また違う許可 をとろうとして いるわけです から、本来で

あれば廃止届を出さ せた上でと言 われた部分と は矛盾するので はないかと思 うんですけれ

ども、そうすると、 新たな開発許 可をとるとき に廃止手続等を させるという ことであれば

時間がかかるのだか ら、その間に ３月の条例を 通して新たな斜 面地の部分に ついての計画

確認等を通させるというのが筋ではないかと思うのですが。

◎中村 指導部長 今、開発許可 の話をされて おりますけれど も、それは今 までの経過を

もう一回お調べした いと思います 。ただ、今こ の土地の所有権 は荒川建設が 持っていると

いう形で申請が出さ れてきていま すので、開発 許可については 、今後、経過 の中で荒川建

設が所有権を持って いる中で開発 許可申請を出 したとしても、 それについて は申請を受け

付けて許可をするということはできると思います。

それと斜面地条例の話なんですけれども、開発許可と斜面地条例とはまた別の話でして、

斜面地条例について は斜面地条例 に基づく申請 を出され、審査 をした中で、 もう既に確認

という形なんですけ れども、それ はおろしてい ますので、それ は連動しない という形で考

えております。

◆浅野文直 委員 部長、私もも ちろんある程 度わかって言っ ているんだけ れども、先ほ

どから委員から何と か指導しろ、 指導を強くや れという話が出 ていて、この 手の請願・陳

情のときは、理事者 の方々が建て ているわけで はないけれども 、理事者の皆 さんに何とか

しろ、強く指導しろ という話は確 かによく出る から、ただ、そ れで指導を聞 いてくれる業

者というのは１０に １つとか、局 長が直接向こ うの社長を呼ん だって出てこ ない社長のほ

うが多いわけで、少 しでも何らか の武器として 何かないかなと 思って私も今 探しているの

ですが。

それではもう一つ 、アセス逃れ だという話が あって、先ほど 尾作委員から 、未利用地の

部分は開発区域には 入っているけ れども特段計 画はされていな いということ で、建蔽率、

容積率から除かれて いるわけです よね。そうす ると、よくある 話で、これは とりあえず開

発をさせない――い わゆる開発逃 れで、よく２ 期分譲だ３期分 譲だといって 、終わってか

ら１年たったとか上 棟したからも う次のに移れ るんだというこ とでやってく るところがあ

るけれども、これはどういう形で計画をさせないという言質を川崎市はとるのですか。

以前はたしか、こ れはイレギュ ラーなやり方 なのかもしれな いけれども、 覚書を入れさ

せて、同一の所有者 から他の方に 転売をさせな いとか、そうい った形で担保 をとってきた

経緯が今までにはあ ったような気 がするんです けれども、今回 の場所を第三 者にここの部

分だけ売却してしま って、善意の 第三者の業者 がここに建て売 りを何棟か建 ててしまいま

したと言われてしま ったら、とめ ようがないで すよね。荒川建 設さんは確か に自分ではや

りません、やるつも りもありませ んでした、た だ売った先がや ってしまいま したという話

になったら、まさし くアセス逃れ そのものを計 画的にやってい ると捉えられ るんですけれ

ども、市はこの見解に対して何らかの手は打たないのですか。

◎中村 指導部長 今、アセスの 関係と開発の 関係と２つある んですけれど も、私どもが
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扱っています開発の 関係につきま しては、今、 開発の区域とし てこの部分を 考えて手をつ

けますけれども、そ こについては 御存じのよう に建築基準法の 中ではこの区 域を抜いた形

で建蔽率、容積率を 考えて建物は 建設されます 。開発が終わっ た後で、残っ たところにつ

いて今おっしゃられ た第三者が将 来、何らかの 開発行為を行う ということに ついても、そ

れは別の区域として行うことはできます。アセスについてはまた別の考え方はございます。

◎小林 環境評価室 担当課長 ア セスにつきま しては、同一事 業の場合に、 事業者が別の

事業者であって一定 期間を過ぎた 場合であれば 、複合開発とい う形で指導は できないので

すが、その範囲内で あれば指導が できるという 形になります。 ただ、今委員 がおっしゃら

れたような担保とい う部分でいき ますと、アセ スという形では 直接そういう 対応はござい

ません。

◆浅野文直 委員 アセス担当の 方はどの程度 の期間だったら 同一、連続性 の開発として

アセスをしなければだめだという形で指導していただけるのですか。

◎小林 環境評価室 担当課長 私 どもとしまし ては、アセスの 規模に満たな い複数の業者

が開発事業をされる 場合におきま して、２年と いう期間を設け て、そこの中 で指導をして

おります。

◆浅野文直 委員 そうすると市 民の方がアセ ス逃れをやめさ せろと言って いることにか

なりつながりかねな い危険性があ るのではない かと思うんです ね。これから ここを誰が実

際に本当にやるかわ かりませんけ れども、建設 を始めてでき上 がっていくた めには、ある

程度の月日がかかり ますから、そ れが終わった ころに、２年ぐ らいたった後 、それを見越

して第三者になるの か荒川建設さ んなのかわか りませんけれど も、戸建てな のかアパート

なのかをやってくる ということで やられたら、 当初の計画から ２年がたった ので、市とし

てはアセスの指導を しないという ことになった ら、本来アセス をやればもっ ともっといろ

んな違いが出てくる はずなのに、 まさしくこれ は時間も含めて 、アセスをや ればもっとも

っと時間もかかりま すから、場合 によっては新 たに３月の条例 にひっかかる 可能性だって

十分あったわけじゃ ないですか。 市民の方が言 われているアセ ス逃れをやめ させろという

のは、まさしくその指摘が合うんじゃないかと思うのですが。

先ほど担保がとれ ないというよ うなお話があ ったのですが、 開発の部門と しても覚書と

かそういった形での担保はとらなくていいのですか。

◎長瀬 開発審査課 長 私どもの 開発行為の一 体性基準という ことで、分割 開発をお受け

したときにつきまし ては、その前 に覚書という ことでやってお りました。た だ、その覚書

につきましては行政 指導の範疇で したから、そ れで余り法的拘 束力がなかっ たということ

で、平成１６年に開 発行為の一体 性基準という ことで定めて、 そこで指導を しているとい

うのが限界ですので、その点の覚書については今考えておりません。

◆浅野文直 委員 困ったね。そ れだと、今言 ったとおり２年 後にまたやら れてしまうよ

ね。

○山田益男 委員長 それでは、 請願第５５号 及び第５６号の 取り扱いにつ いて御意見を
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お願いしたいと思い ますが、まず 請願第５５号 の取り扱いにつ いてそれぞれ 御意見をお願

いします。

◆尾作均 委員 第５５号と第５６号は別々ですか。

○山田益男 委員長 １件１件取り扱いをお願いいたします。

◆尾作均 委員 第 ５５号に関し ましては、理 事者側もやると いう話をして いますので、

趣旨採択でお願いできたらと思います。

◆沼沢和明 委員 第５５号につ きましては、 今後の説明会等 々、住民の理 解を得るため

に重要だと思います ので、こちら については趣 旨採択というこ とでよろしく お願いいたし

ます。

◆粕谷葉子 委員 第５５号に関 しては、モラ ルがない企業を 好きにさせる というのもい

かがかなと思います し、７月に斜 面地条例が失 策だったと後々 言われないた めにも、何よ

りも住民のためにこれは採択にしていただきたい。

◆佐野仁昭 委員 第５５号は採択でいいと思います。

◆月本琢也 委員 行政側のほう も、先ほども 対応として指導 していくとは っきりとされ

ていますので、趣旨採択で。

○山田益男 委員長 ただいま趣旨採択と採択という２つの御意見が出ましたが。

◆尾作均 委員

◆沼沢和明 委員 結構です。

◆月本琢也 委員 採択で結構です。

○山田益男 委員長 それでは、「請願第５５号 （仮称）デュークガーデン上麻生マンシ

ョン建設計画の説明 会開催を求め る請願」につ きまして採択す ることに賛成 の委員の挙手

を願います。

（ 全員挙手 ）

○山田益男 委員長 全員挙手で す。よって、 本件は全会一致 をもって採択 すべきものと

決しました。

次に、請願第５６号につきまして取り扱いの御意見をお願いします。

◆尾作均 委員 請 願項目の１番 と２番につい て法的に難しい 部分もあろう かと思うんで

すが、我々市議会と しても当然こ れは進めてい かなくてはいけ ないことなの かなと判断い

たしますので、趣旨採択でお願いしたいと思います。

◆沼沢和明 委員 これまでアセ ス逃れですと か、これから斜 面地条例が議 会で審査され

るということを鑑み ますと、これ からの条例に 適合させろ、ま たはアセス逃 れ云々という

のは大変厳しい状況 にある。しか しながら、取 り組まなければ いけないんで すけれども、

条例以前の問題です し、アセス逃 れについても これまでも１万 ではなくて９ ，９９９．幾

つとか、４４．云々 というのが認 められてきた ことを考えると 、ここに限っ てそのアセス

逃れ云々ということ は言えないの ではないかと 思うので、これ は継続でお願 いしたいと思

います。
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◆吉田史子 委員 この請願第５ ６号に関しま しては、先ほど 来議論されて おりますよう

に、一般論としての どうこうでは なくて、あく までもこの土地 におけるこの 事業者におけ

るこの計画に対して 行政がなめら れては絶対い けないと思いま す。強い態度 ではっきり効

力のある指導をして いかなければ いけないと思 いますので、私 たちは趣旨採 択ということ

で。

◆佐野仁昭 委員 皆さんおっし ゃるとおり、 本当になめられ てしまってい るなと。これ

に対して私たちもち ゃんとした結 論を出さなけ ればいけない。 ですから趣旨 採択という話

ですので、私どもも趣旨採択で。

◆月本琢也 委員 今回の案件は 条例改正を目 前に控えた駆け 込みというこ とも１つあり

ますし、アセス逃れ という話もご ざいます。ア セス逃れという のは、先ほど 沼沢委員が言

われたようにここの 案件に限った ことではない ということもあ るんですけれ ども、ただ、

このあたりはもっと しっかりと議 論をしてもら う。先ほど吉田 委員の質疑の 中で、指導の

あり方についてもい ろいろ質疑が 出ていました ので、この案件 は非常にひど い形ですので

趣旨採択でお願いしたいと思います。

◆岩崎善幸 委員 基本的にはな かなか難しい という状況もあ るんですけれ ども、先ほど

言いましたとおり大 変ひどい業者 でありますの で、そういった ことも含めて 、趣旨採択で

結構でございます。

○山田益男 委員長 それでは、「請願第５６号 荒川建設「デュークガーデン上麻生建築

計画」の抜本的変更 を求める請願 」につきまし て、その趣旨を 採択すること に賛成の委員

の挙手を願います。

（ 全員挙手 ）

○山田益男 委員長 全員挙手で す。よって、 本件は全会一致 をもってその 趣旨を採択す

べきものと決しました。

傍聴の方、審査は以上です。御退席をお願いします。お疲れさまでした。

（ 傍聴者退室 ）

                

                


